
                                                                                                                                                 

堺市新事業チャレンジ支援補助金交付要綱 

 

平成 23年 4月 1日制定 

 

１ 補助金の名称 

  補助金の名称は、堺市新事業チャレンジ支援補助金（以下「補助金」という。）とする。 

 

２ 補助金の目的 

  補助金は、中小企業者に対して、新たな事業にチャレンジする経費を補助することにより、

中小企業者の製品又は技術の高付加価値化及び新分野への進出の円滑化等に資することを目的

とする。 

 

３ 定義 

  この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）中小企業者 本市内の主たる事業所又は研究開発拠点において、引き続き 1 年以上事業を

行っている中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

ただし、みなし大企業は除く。 

（２）みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。 

①発行済み株式の総数又は出資金額の総額の 2分の 1以上を同一の大企業が所有する。 

②発行済み株式の総数又は出資金額の総額の 3分の 2以上を大企業が所有する。 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2分の 1以上を占める。 

（３）公設試験研究機関 国、都道府県、独立行政法人通則法(平成 11年法律第 103号)第 2条第

1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成 15年法律第 118号)第 2条第 1項

に規定する地方独立行政法人の設置する公設試験研究機関をいう。 

（４）大学等 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する大学及び高等専門学校並

びに同法第 124条に規定する専修学校をいう。 

 

４ 堺市補助金交付規則との関係 

  補助金の交付については、堺市補助金交付規則（平成 12 年堺市規則第 97 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

５ 補助事業等 

（１）補助対象者は、事業計画の認定を受けた中小企業者とする。 

（２）補助対象事業は、補助対象者が主体となり、本市内の主たる事業所又は研究開発拠点にお

いて実施する新製品・新技術や新サービスの開発を伴う事業（既存の製品及び技術の改良を

含む。）で、3年以内の完了をめざすものとする。ただし、既に普及している技術及び方式の

導入等は除く。 

（３）補助対象期間は、別表 1のとおりとする。 



（４）補助対象経費は、別表 2 に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費と

する。 

 

６ 補助金の額 

（１）補助金の額は、予算の範囲内で別表 1のとおりとする。 

（２）補助金の額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

７ 事業計画の認定申請 

事業計画の認定を受けようとする者は、堺市新事業チャレンジ事業計画認定申請書（様式第 1

号）に別表 3に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。た

だし、過去に本補助金（「堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金」を含む）の交付を受けた

者は、最後に補助金交付を受けた年度から翌 2年度の間においては申請できないものとする。 

 

８ 認定可否の通知 

（１）市長は、事業計画の認定可否の決定を行い、その結果を堺市新事業チャレンジ事業計画認

定可否通知書（様式第 3号）により、申請者に通知するものとする。 

（２）認定可否の決定に際し、堺市中小企業者等支援事業審査会にて、審査を行う。 

（３）別表 4に掲げるいずれかの要件にかかる事業計画は、優先して認定する。 

（４）市長は、認定に際し、必要と認める場合は条件を付すことができる。 

 

９ 補助金の交付の申請 

補助事業者が、補助金の交付の申請をしようとするときは、堺市新事業チャレンジ支援補助

金交付申請書（様式第 4 号）に別表 5 に掲げる書類を添付し、事業計画の認定を受けた日から

起算して 30日以内に市長に提出しなければならない。 

 

１０ 補助金の交付決定の通知 

 市長は、９の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと 

認めたときは、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付決定通知書(様式第 7号)によ 

り通知するものとする。 

 

１１ 補助金の交付の条件 

  補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分を変更（予算総額の 20 パーセント以内の流用増減を除く。）

又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合にお

いては、堺市新事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）届出書（様式第 8 号）を提出

し、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）市長は（２）の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市新

事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）決定通知書（様式第 9 号）により、申請者に



通知するものとする。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（５）規則の規定に従うこと。 

 

１２ 交付申請の取下げ 

  補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して 30日以内に交付の申

請を取り下げることができる。 

 

１３ 補助事業の経理等 

  補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確

に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

 

１４ 実施状況の調査等 

  市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して

報告を求め、又は現地調査等を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。 

 

１５ 実績報告 

補助事業者は、堺市新事業チャレンジ支援補助金実績報告書（様式第 10号）に別表 6に掲げ

る書類を添付し、補助事業が完了した日、又は当該年度の 3月 31日のいずれか早い日から起算

して 15日以内に市長に提出しなければならない。 

 

１６ 補助金の額の確定 

（１） 市長は、１５の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容

を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。 

（２） 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市新事業チャレンジ支援補助金

確定通知書(様式第 13号)により、補助事業者に通知するものとする。 

（３） 市長は、（１）の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付

することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。 

 

１７ 補助金の交付 

（１）補助金は、１６の規定による補助金の額の確定後交付する。 

（２）補助事業者は、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付請求書（様式第 14号）により、補助

金の額の確定通知を受けた日から起算して 15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行

わなければならない。 

 

１８ 事業実施経過報告 

（１）補助事業者は、認定を受けた事業計画について、補助事業終了後 2年間は毎年度末までに、

堺市新事業チャレンジ事業実施経過報告書（様式第 15号）を市長に提出しなければならない。 



（２）市長は、事業の内容確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取

りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き

取りに対して、必ず協力するものとする。 

 

１９ 成果の公表等 

市長は、事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表し、若しくはセミナー

等において、補助事業者に発表させる場合がある。 

 

２０ 重複の除外 

  市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から

補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、本補助金の補助対象から除外する。 

 

２１ 財産の処分の制限 

（１） 規則第 22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。 

① 財産の種類 取得若しくは購入価格又は効用の増加した価格が 10万円以上の財産とする。 

② 期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める

期間とする。 

（２）補助事業者は、市長の承認を受け、規則第 22条に規定する財産を処分し、その収入の全部

又は一部を市長に納付しなければならない。 

 

２２ 委任 

  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 堺市産学共同研究開発支援補助金交付要綱及び堺市競争力強化連携補助金交付要綱（以下、

「旧要綱」という。）並びに堺市産学共同研究開発事業懇話会要綱、堺市競争力強化連携事業懇

話会要綱は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に認定を受けたものについては、なお従前の

例による。 

 （この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和 9 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。ただし、令和 9 年度の予算に係る

補助金（当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。）については、この

要綱は、同日後もなおその効力を有する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 25年 10月 1日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱による改正後の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の規定（規則

様式第６号及び規則様式第８号の規定を除く。）は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助

金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和 2年 11月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金

交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、

この要綱による改正後の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の様式に関する

規定による帳票とみなして使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和 6年 3月 31日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金

交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、

この要綱による改正後の堺市新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の様式に関する規定による

帳票とみなして使用することができる。 



附 則 

 この要綱は、令和 7年 2月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 7年 4月 1日から施行する。 



別表１ 

補助率 補助限度額 補助対象期間 

1/2以内 300万円 毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日 

備考 

補助率とは、補助対象経費の総額に対する割合をいう。 

 

 

別表２ 

科 目 内    容 

機械装置費 

機械装置・工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、修繕に要する経

費（汎用性が高く使用目的が特定できない又は量産が目的であるとみな

されるものは除く。） 

施設等賃料 施設・土地等の賃料（契約書の存するものに限る。） 

原材料・副資材費 

開発品または開発サービスの構成部分、研究開発等の実施に直接使用し

消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費（鋼材、機械部品、

電気部品、化学薬品、試験用部品等をいう。ただし、量産に使用するも

のは除く。） 

委託外注費 

製造、改良、加工、試験分析（機器等使用料を含む。）、設計、実験、デ

ザイン、技術コンサルタント、システム開発の初期費用等に要する経費

（委託外注先が機械装置を購入し、又は借用して導入する費用等は除

く。） 

共同研究費 
大学等・公設試験研究機関との共同研究契約（委託研究契約、奨励寄附

等を含む。）に基づく研究費 

産業財産権関係費 

開発した製品・技術の特許等の出願に要する経費（出願料、審査請求料、

弁理士費用等をいう。）又は特許等（登録又は出願し、存続しているもの

をいう。）を他の事業者から譲渡又は実施許諾（ライセンス料を含む。）

を受ける場合の経費 

備考 

１ 機械装置費及び施設等賃料の補助金額の合計は、補助金総額の 2分の 1以内とする。 

２ 消費税及び地方消費税は対象外とする。 

 

 

 

 

 

 



別表３ 

申請者区分 添付書類 

法  人 

１ 事業計画書（認定申請用）（様式第 2号） 

２ 会社案内又はそれに類するもの 

３ 登記事項証明書（3か月以内のもの） 

４ 経過年数に応じた過去 3年間の決算書の写し 

５ 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証

明書の写し 

６ 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し（該当するもののみ） 

７ 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事

業計画や技術・製品・商品の認定を証するもの（該当するもの

のみ） 

８ 有効期限内の大阪府にて発行された「脱炭素経営宣言登録書」

（該当するもののみ） 

９ その他市長が必要と認める書類 

個  人 

１ 事業計画書（認定申請用）（様式第 2号） 

２ 会社案内又はそれに類するもの 

３ 住民票の写し（3か月以内のもの） 

４ 経過年数に応じた過去 3年間の所得税青色申告決算書の写し 

５ 直近の年度に係る市民税納税証明書（非課税の場合は課税証明

書） 

６ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

７ 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し（該当するもののみ） 

８ 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事

業計画や技術・製品・商品の認定を証するもの（該当するもの

のみ） 

９ 有効期限内の大阪府にて発行された「脱炭素経営宣言登録書」

（該当するもののみ） 

１０ その他市長が必要と認める書類 

 

 

別表４ 

指定成長分野に該当する事業 

大学等・公設試験研究機関との技術融合もしくは事業連携による事業 

公的な事業計画・技術・製品・商品認定に関わる事業 

備考 

１ 指定成長分野に該当する事業とは、別に定める主要な製品・技術の開発を行う分野の事業

をいう。 

２ 公的な事業計画・技術・製品・商品認定とは次のいずれかをいう。 

① 堺技衆（堺商工会議所） 

② 経済産業省、大阪府商工労働部による認定 

③ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」

に資する事業 



④ 「堺市DX新規事業創出業務」への参画を通じて実施する事業 

⑤ 「脱炭素経営」を宣言し、大阪府から登録証の発行を受けた企業が実施する事業 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

別表５ 

申請者区分 添付書類 

法  人 

１ 役員情報届出書（様式第 4号の 2） 

２ 事業計画書（様式第 5号） 

３ 収支予算書（様式第 6号） 

４ 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書（様式第 3号）

の写し 

５ 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証

明書（別表３に定めるものと異なる場合のみ） 

６ その他市長が必要と認める書類 

個  人 

１ 事業計画書（様式第 5号） 

２ 収支予算書（様式第 6号） 

３ 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書（様式第 3号）

の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

 

別表６ 

申請者区分 添付書類 

法人・個人共通 

１ 事業実施報告書（様式第 11号） 

２ 収支決算書（様式第 12号） 

３ 補助事業を実施したことを証明する書類 

４ 補助対象経費の支出を証明する書類の写し 

５ その他市長が必要と認める書類 

 



  

堺市新事業チャレンジ事業計画認定申請書 

年  月  日 

堺 市 長 様 

申請人 

                   所在地 

                   名称 

                   代表者職氏名  

 

 堺市新事業チャレンジ支援補助金交付要綱に基づき、別紙の事業計画について認定を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

テ ー マ  

事 業 概 要 
 

添 付 書 類 

【法人の場合】 

１ 事業計画書（認定申請用）（様式第 2 号） 

２ 会社案内又はそれに類するもの 

３ 登記事項証明書（3 か月以内のもの） 

４ 経過年数に応じた過去 3年間の決算書の写し 

５ 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証明書の写し 

６ 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し（該当するもののみ） 

７ 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事業計画や技術・製品・商品の

認定を証するもの（該当するもののみ） 

８ 有効期限内の大阪府にて発行された「脱炭素経営宣言登録書」（該当するもののみ） 

９ その他市長が必要と認める書類 

【個人の場合】 

１ 事業計画書（認定申請用）（様式第 2 号） 

２ 会社案内又はそれに類するもの 

３ 住民票の写し（3 か月以内のもの） 

４ 経過年数に応じた過去 3年間の所得税青色申告決算書の写し 

５ 直近の年度に係る市民税納税証明書（非課税の場合は課税証明書） 

６ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

７ 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し（該当するもののみ） 

８ 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事業計画や技術・製品・商品の

認定を証するもの（該当するもののみ） 

９ 有効期限内の大阪府にて発行された「脱炭素経営宣言登録書」（該当するもののみ） 

１０ その他市長が必要と認める書類 

※次の内容を確認のうえ、チェックしてください。 

□ 本申請書の情報や役員情報等は、堺市暴力団排除条例に基づき、申請内容等の確認のため必要に応じて関係機関

に提供及び照会することがあります。 

様式第１号 



  

事業計画書（認定申請用） 

 

 

１ 優先採択要件  

 

該当する項目に

チェック☑して

ください。 

 

(1)下記要件に該当する事業 

□低炭素・環境エネルギー分野 □医療・介護・健康関連産業分野 

□ICT（情報通信技術）関連産業分野   

(2)大学等との技術融合もしくは事業連携による事業 

□大学 □高等専門学校 □専修学校 □公設試験研究機関 

 (3)公的な事業計画・技術・製品・商品認定に関わる事業 

  □堺技衆   

  □その他（                    ） 

 

( 1 ) の 要 件 に 

該当する場合、 

そ の 理 由 

 

様式第２号 



  

２ 申請者の概要 

項 目 内      容 

名 称  

代表者職氏名  

連 絡 担 当 者 

職 氏 名 
 

連 絡 担 当 者 

メールアドレス 
 

本 社 所 在 地 

（〒   －     ） 

 

TEL FAX 

堺 市 内 の 

事業所所在地 

（〒   －     ） 

 

TEL FAX 

業 種  創 業 年 月 年  月 

資 本 金 万円 従 業 者 数 人 

主たる株主と 

その出資割合 

株主名    

出資割合（％）    

役 員 数      人（うち大企業の役員又は職員を兼ねている者の人数    人） 

会社事業内容 

 



  

主 要 製 品 

サ ー ビ ス 

 

主な生産設備 

 

直近 3 年間分の 

財 務 デ ー タ 

 売上高（千円） 経常利益（千円） 自己資本（千円） 

第  期 

( 年 月期) 
   

第  期 

( 年 月期) 
   

第  期 

( 年 月期) 
   

補助金交付実績 

（過去 5 年間） 

及  び 

本実施テーマに

関わる内容で 

当 該 年 度 の 

他の補助金の 

申 請 状 況 

（予定含む） 

 

 



  

３ 申請事業の実施体制 

連 携 参 加 者 

（ 該 当 者 が 

 い る 場 合 ） 

 ①名称②代表者名③所在地④担当者役職・氏名 ⑤連絡先⑥資本金⑦従業者数⑧業種 

１ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥     万円 

⑦      人 

⑧ 

連携状況 □予定 □協議中 □確定 

経営関係 □無 □従来の取引先 □グループ会社 □資本提携 

２ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥      万円 

⑦      人 

⑧ 

連携状況 □予定 □協議中 □確定 

経営関係 □無 □従来の取引先 □グループ会社 □資本提携 

３ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥      万円 

⑦      人 

⑧ 

連携状況 □予定 □協議中 □確定 

経営関係 □無 □従来の取引先 □グループ会社 □資本提携 

４ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥      万円 

⑦      人 

⑧ 

連携状況 □予定 □協議中 □確定 

経営関係 □無 □従来の取引先 □グループ会社 □資本提携 

５ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥      万円 

⑦      人 

⑧ 

連携状況 □予定 □協議中 □確定 

経営関係 □無 □従来の取引先 □グループ会社 □資本提携 

ア ド バ イ ザ ー 

（支援機関等） 
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥      万円 

⑦      人 

⑧ 

※アドバイザー(支援機関)の支援実績・内容等をご記載ください。 

 

 



  

申請者及び連携参加者の役割、研究・開発体制 

 

主たる開発場所 

施設名  

所在地  

施設が借用等の場合の状況 □予定 □協議中 □確定 

実 証 実 験 場 所 

（ 開 発 場 所 と 

 異なる場合） 

施設名  

所在地  

施設が借用等の場合の状況 □予定 □協議中 □確定 

事業実施に必要

な許認可・届出 

及 び そ の 状 況 

 

※事業計画の認

定をもって許認可・

届出を認めるもの

ではありません。 

１ 

法令等  

許認可 

届出内容 
 

状 況 □未確認   □手続き中   □許認可・届出済 

２ 

法令等  

許認可 

届出内容 
 

状 況 □未確認   □手続き中   □許認可・届出済 

３ 

法令等  

許認可 

届出内容 
 

状 況 □未確認   □手続き中   □許認可・届出済 

 

 

 

 



  

４ 申請事業の内容（枠の大きさは変更可） 

テ ー マ  

１ 事業の目的 

 

２ 開発する製品・技術の新規性、優位性、独自性、利便性等 

 

３ 関連する特許等の産業財産権の出願・保有状況 

 

４ 解決すべき技術的課題 

 

５ 開発完了に至るまでの具体的な事業内容 

・１年目 

 

 

・２年目 

 

 

・３年目 

 

 

６ 市場の概要 

 



  

７ 事業化に向けた戦略 

 

８ 地域への貢献度 

 

 

５ 申請事業に係る資金計画 

（単位 円） 

年度 必要な資金の額 調達の方法 金 額 

年度  

自己資金 

堺市補助金 
 

借入金  

計  

年度  

自己資金  

借入金  

計  

年度  

自己資金  

借入金  

計  

合計  

自己資金 

堺市補助金 
 

借入金  

合計  

※補助金は補助事業終了後の支払いとなりますので、事業実施には資金調達が必要です。 

※補助対象経費、対象外の経費を含め、すべての事業費を記載してください。 

 



  

６ 補助対象経費の内訳 

（単位 円） 

項  目 補助対象経費 
補助金交付 

希望額 
内容説明（算出基礎等） 

１ 機械装置費    

 

 

 

 

２ 施設等賃料    

 

 

 

 

３ 原材料・副資材費    

 

 

 

 

４ 委託外注費    

 

 

 

 

５ 共同研究費    

 

 

 

 

６ 産業財産権関係費    

 

 

 

 

合  計    

※ 補助金交付希望額は、千円未満を切捨てた額とします。 

※ 機械装置費と施設等賃料の補助金交付希望額を合わせた額は、合計額の２分の１を限度とします。 



  

 

堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

申請人 

 

              様 

 

堺 市 長   〇 〇  〇 〇 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった事業計画の認定可否結果については、次のとおりとなりま

したので、通知します。 

 

テ ー マ  

可 否 結 果 

認 定 

 

１．補助金交付申請可能額        千円 

２．補助率  ２分の１以内 

３．次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。 

（１）虚偽の申請、その他不正な手段により認定を受けたとき 

（２）補助金交付決定後、当該交付決定を全部取り消されたとき 

（３）その他市長が不適切であると認めたとき 

様式第３号 



  

 

 

堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書 

 

 第     号 

  年  月  日 

申請人 

 

              様 

 

堺 市 長   〇 〇  〇 〇 

 

 

 

 年 月 日付けで申請のあった事業計画の認定可否結果については、次のとおりとなりましたの

で、通知します。 

 

テ ー マ  

可 否 結 果 認定に至りませんでした。 

様式第３号 



  

堺市新事業チャレンジ支援補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

堺 市 長 様 

申請人 

                   所在地 

                   名称 

                   代表者職氏名 

                   代表者生年月日 

                   代表者住所 

 

年度堺市新事業チャレンジ支援補助金について、次のとおり補助を受けたいので、関係書類を添え

て申請します。 

補 助 金 交 付 

申 請 額 
円 

申 請 理 由 

 

 

 

 

 

担 当 者 （所属部・課） （氏名） 

添 付 書 類 

【法人の場合】 

１ 役員情報届出書（様式第 4号の 2） 

２ 事業計画書（様式第 5号） 

３ 収支予算書（様式第 6号） 

４ 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書（様式第 3号）の写し 

５ 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証明書の写

し（別表３に定めるものと異なる場合のみ） 

６ その他市長が必要と認める書類 

【個人の場合】 

１ 事業計画書（様式第 5号） 

２ 収支予算書（様式第 6号） 

３ 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書（様式第 3号）の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

様式第 4号 



  

 

役 員 情 報 届 出 書 

  年  月  日 

 

堺 市 長    殿 

申請人 

                   名称 

                   代表者職氏名                 

 

堺市補助金交付規則第４条の規定により、補助金の交付申請を行うに当たり、次のとおり役員

情報を届け出ます。なお、記載内容に変更が生じた場合は、変更の内容及び理由を記載し、その

都度、速やかに届け出ます。 

 
《役員情報》 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

  

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

 

《変更の場合：理由》 

 

 

様式第 4号の 2 

 

 



  

 

 

年度 事業計画書 

 

項  目 計画内容の説明 

  

様式第 5号 



  

 

 

年度 収支予算書 

 

 

収 入                                 （単位 円） 

収入の種類 予算額 内容説明（算出基礎等） 

１ 自己資金   

２ 借入金   

３ 堺市補助金 ※  

４ その他   

収入合計   

 

 

支 出 

項  目 予算額 
左のうち堺市

補助金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

１ 機械装置費    

２ 施設等賃料    

３ 原材料・副資材費    

４ 委託外注費    

５ 共同研究費    

６ 産業財産権関係費    

支出小計    

７ 補助対象外経費    

支出合計  ※  

※は、それぞれ一致するものとする。 

 

様式第 6号 



  

堺市新事業チャレンジ支援補助金交付決定通知書 

 

第    号 

    年   月  日 

申請人 

 

 

 様 

 

堺 市 長   〇 〇  〇 〇    

 

 

年  月  日付けで交付申請のあった補助金については、次のとおり交付することに決定

したので、通知します。 

 

補 助 年 度 年度 
補 助 金 の 名 称    

(又は補助事業名) 

堺市新事業チャレンジ 

支援補助金 

補 助 金 交 付 額  円 

交 付 予 定 時 期 

 

金額一括    年  月 

 

※ただし、交付の時期は事業実施時期の変更その他の事情により変更することがある。 

１ 補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分を変更（20パーセント以内の流用増減を除く）又は補助事業

の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市

新事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）届出書（様式第 8 号）を提出し、あらかじ

め市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）堺市補助金交付規則（平成 12年規則第 97号）の規定に従うこと。 

（５）補助対象期間中に補助対象者の要件を満たさなくなったときは、事業計画の認定並びに補

助金の交付の決定を取り消すものとすること。 

（６）堺市新事業チャレンジ支援補助金実績報告書（様式第 10号）を補助事業が完了した日、又

は当該年度の 3月 31日のいずれか早い日から起算して 15日以内に市長に提出すること。 

（７）補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づ

く市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。 

 

様式第 7 号 



  

 

堺市新事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）届出書 

 

  年  月  日 

 

堺 市 長 様 

 

申請人 

                   所在地 

                   名称 

                   代表者職氏名                 

 

  年  月  日付け、第     号で交付決定を受けた補助金の事業計画について変更

（中止・廃止）したいので、届出をします。 

 

１．変更（中止・廃止）理由 

 

 

２．変更内容 

変 更 前 変 更 後 

項目 予算額 
堺市補助金 

充当額 

機械装置費   

施設等賃料   

原材料・副資材費   

委託外注費   

共同研究費   

産業財産権関係費   

支出小計   

補助対象外経費   

支出合計   
 

項目 予算額 
堺市補助金 

充当額 

機械装置費   

施設等賃料   

原材料・副資材費   

委託外注費   

共同研究費   

産業財産権関係費   

支出小計   

補助対象外経費   

支出合計   
 

※  計画を中止・廃止する場合については、理由のみ記入してください。 

 

様式第 8号 



  

年度 事業計画書 

 

項  目 計画内容の説明 

  



  

堺市新事業チャレンジ支援補助金変更（中止・廃止）決定通知書 

 

第    号 

    年   月  日 

申請人 

 

 

 様 

 

堺 市 長   〇 〇  〇 〇    

 

 

年  月  日付けで届出のあった補助金の事業計画の変更（中止・廃止）について、次の

とおり決定したので通知します。 

 

補 助 年 度 年度 
補 助 金 の 名 称    

(又は補助事業名) 

堺市新事業チャレンジ 

支援補助金 

決 定 事 項 変更 中止 廃止 

決 定 内 容 

 

 

様式第 9 号 



  

 

堺市新事業チャレンジ支援補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

 

堺 市 長 様 

 

 

                   所在地 

                   名称 

                   代表者職氏名                 

 

  年度堺市新事業チャレンジ支援補助金について、次のとおり関係書類を添えて、報告しま

す。 

 

補 助 年 度   年度 
補 助 金 の 名 称    

(又は補助事業名) 

堺市新事業チャレンジ 

支援補助金 

交 付 決 定   年  月  日付け通知 第   号 

補 助 金 交 付 

決 定 額 
 円 

実 績 の 概 要 

(内容、効果等) 

 

添 付 書 類 

１ 事業実施報告書（様式第 11号） 

２ 収支決算書（様式第 12号） 

３ 補助事業を実施したことを証明する書類 

４ 補助対象経費の支出を証明する書類の写し 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

 

様式第 10号 



  

   

年度 事業実施報告書 

 

項  目 実施内容の説明 

  

様式第 11号 



  

 

 

  年度 収支決算書 

 

名称              

 

収 入                                 （単位 円） 

収入の種類 決算額 内容説明（算出基礎等） 

１ 自己資金   

２ 借入金   

３ 堺市補助金 ※  

４ その他   

収入合計   

 

 

支 出 

項  目 決算額 
左のうち堺市

補助金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

１ 機械装置費    

２ 施設等賃料    

３ 原材料・副資材費    

４ 委託外注費    

５ 共同研究費    

６ 産業財産権関係費    

支出小計    

７ 補助対象外経費    

支出合計  ※  

※は、それぞれ一致するものとする。 

様式第 12号 



  

 

堺市新事業チャレンジ支援補助金確定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

申請人 

 

              様 

 

堺 市 長  

 

 

 

  年 月 日付け、第    号で交付決定した補助金について、補助金実績報告書の審査

結果に基づき、次のとおり確定したので、通知します。 

 

補 助 年 度   年度 
補 助 金 の 名 称    

(又は補助事業名) 

堺市新事業チャレンジ 

支援補助金 

補助金交付決定額  円 

補 助 金 確 定 額  円 

 

様式第 13 号 



  

堺市新事業チャレンジ支援補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

堺 市 長 様 

                   所在地 

                   名称 

                   代表者職氏名    

 

  年度堺市新事業チャレンジ支援補助金について、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付要

綱 17の規定により、次のとおり請求します。 

 

補 助 年 度   年度 
補 助 金 の 名 称    

(又は補助事業名) 

堺市新事業チャレンジ 

支援補助金 

交 付 決 定 通 知   年  月  日付け通知 第   号 

補 助 金 交 付 

決 定 額 
 円 

確 定 通 知   年  月  日付け通知 第   号 

補 助 金 確 定 額  円 

内

訳 

既 受 領 額  円 

今回請求額  円 

残 額  円 

 

振込先 

金 融 機 関 名 
 

支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 人 

（申請者と同一名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

様式第 14号 



  

 

 

堺市新事業チャレンジ事業実施経過報告書 

 

  年  月  日 

 

堺 市 長 様 

 

                 所在地 

                 名称 

                     代表者職氏名                 

 

  年  月  日付け、第   号にて認定を受けた事業計画の実施経過について、

次のとおり報告します。 

 

テーマ  

 

１ 製品・技術開発の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市場の動向（市況変化など） 

 

 

 

 

 

 

様式第 15号 



  

３ 事業化の状況（既に売上のある場合は売上額も含めて） 

※以下のいずれかにチェックをお願いします。 

□事業化・商品化した □実用化し、事業化に向けて取り組んでいる 

□実用化間近     □研究実施中 

□その他（             ） 

 

【状況の詳細】 

 

 

 

 

 

４ 貴社の経営状況 

（１）あてはまる項目にチェックをお願いします。 

□本事業によって、他社との差別化を図ることができた。 

□本事業によって、堺市内の取引先（取引量）が増加した。 

 

（２）以下の表について、可能な範囲でご記載ください。 

 売上高 経常利益 従業員数 

第 期 

（令和 年 月期） 
百万円 百万円 人 

第 期 

（令和 年 月期） 
百万円 百万円 人 

第 期 

（令和 年 月期） 
百万円 百万円 人 

 

（３）その他、本事業によって貴社の経営状況が変化したことがあればご記載ください。 

 

 

 

□ 本報告書を（公財）堺市産業振興センターに提供することに同意します。（同センターが必要

に応じ、本報告書を用いて貴社向けに適切な支援を実施します。） 


